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社会資本総合整備計画

事後評価について

「川崎市地域住宅等整備計画（３期）」
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１．計画策定時の背景
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計画策定時の背景①

川崎市総合計画や地域包括ケアシステム推進ビジョン、
都市計画マスタープラン等を上位概念とする計画であ
り、本市の住宅・住環境に関する基本計画として位置付
けられています。

■川崎市住宅基本計画策定の目的

本市の住宅政策の基本方針を示すため、平成５（1993）年度に「川崎市住宅基本計画」を策定し（※）、その
後、概ね５年を目途に、それぞれの時点の社会状況等を踏まえ、計画を改定しています。

※川崎市住宅基本条例第８条に基づく策定
住宅及び住環境の整備に関する施策の基本となる事項を定めることにより、良質な住宅の供給及び良好な
住環境の形成並びに市民の居住の安定を図り、もって市民のゆとりある住生活の安定向上及び福祉の増進
に寄与することを目的に制定

第８条「～住宅及び住環境の整備に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市の基本構想を踏ま
え、当該施策の基本方針となる川崎市住宅基本計画を策定するものとする。」

■位置付け
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これらの現状と課題を踏まえ、良質な住まいの供
給、良好な住環境の形成、市民の居住の安定に資
する事業など地域の実情に応じた住宅施策全般
を多様な主体（市民・事業者・行政）と連携しながら
幅広く実施することで、本市の住宅政策を取り巻
く状況の変化や新たな課題に対応し、持続可能な
地域社会の実現を目指します。
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計画策定時の背景②

■住宅政策を取り巻く主な現状と課題

①住宅〔箱〕に関する現状と課題

■空家総数及び空家率の推移・・・次ページ〈図1〉
・全国的に空家率が上昇傾向にある中、本市の空家率はほぼ横ばい
で推移している

・空家総数は平成30年度に減少したものの、20年で約14,000戸
（1.24倍）増加している

■竣工から40年以上経過したマンション件数の推移
・・・次ページ〈図２〉

・高経年マンションの継続的な増加が見込まれる

■高経年の住宅団地
・入居開始後40年以上経過・規模5ha以上・戸建住宅地を含む

高経年の住宅団地が市内に28団地存在している

②住まい方〔人〕に関する現状と課題

■区別にみた高齢化の状況・・・次ページ〈図３〉
・市内北部を中心に高齢者や高経年の住宅等が増える見込みで、空家

発生の懸念がある

■年齢別の転出入状況・・・次ページ〈図４〉
・20代前後は転入超過が大きく、子育て世帯は転出超過の傾向がみら

れる

■住宅確保要配慮者の住まいの確保
・「すまいの相談窓口」における相談数が年々増加しており、住まいの

確保や入居後の支援等が課題となっている

③住環境〔地域〕に関する現状と課題

■自然災害の頻発・激甚化による市民の災害に対する関心の高まり

■災害発生時における被災者の住まいの確保
・賃貸型応急住宅の円滑な提供に向けた取組を推進する必要がある

■超高齢社会の到来によるコミュニティバランスの変化
・市内の町内会・自治会における役員の高齢化が課題となっており、
今後、活動が停滞していく可能性がある

（川崎市住宅基本計画より）
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計画策定時の背景③

＜図１＞空家総数及び空家率の推移

233 457 668 748 970 1,086
12

94 245
551

913
1,299

(245)
(551)

(913)

(1,299)

(1,883)

(2,385)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

調査時点 5年後 10年後 15年後 20年後 25年後

（件）

築40～49年 築50年以上

資料：住宅・土地統計調査

＜図２＞竣工から40年以上経過した

マンション件数の推移

資料：平成30年度川崎市分譲マンション
実態調査から推計

＜図３＞区別にみた高齢化の状況

資料：「川崎市総合計画第３期実施計画の
策定に向けた将来人口推計について」
をもとに推計

＜図４＞年齢階級別社会増減数

資料：川崎市の人口動態



■住宅基本計画における基本理念・基本目標・基本方針
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基本理念 基本目標 基本方針

基本目標１【箱】

市民の多様なニーズに的確に応えられ
る市場の構築・活性化とゆとりと選択
性のある良質な住まいの確保

基本目標２【人】

高齢者、障害者、外国人、子育て世帯
など、誰もが安心して地域で住み続けら
れる居住の安定の確保

基本目標３【地域】

市民・事業者・行政等の協働による安全
で暮らしやすい住まい・まちづくりの推
進と活力あるコミュニティの形成

◆基本方針１
良質な住宅ストックの形成の促進

良質な住宅の供給を促進することにより、安全・安心で快適に暮らせ
る良質な住宅ストックを形成する

◆基本方針２
高経年の住宅等の維持・再生

空家の予防に向けて既存住宅の再生・利活用を図るとともに、市場を
活性化し、既存住宅の流通を促進する

◆基本方針３
地域包括ケアシステムの構築に向けた多様な市民の安定居住の実現

高齢者や子育て世帯等が地域で安心して住み続けられるよう、多様な
居住ニーズやライフスタイル、ライフステージに応じた住まいと住ま
い方を構築する

◆基本方針４
重層的な住宅セーフティネットの構築

住宅に困窮する低所得者等の居住の安定に向け、公営住宅の適切な供
給・管理とともに、民間賃貸住宅の活用強化により、重層的な住宅
セーフティネットを構築する

◆基本方針５
他分野政策との連携強化による良好な住環境の形成

防災関連を始めとした多様な政策との連携のもと、市民・事業者・行
政等の協働による総合的な住宅政策を展開することにより、誰もが安
全で暮らしやすい良好な住環境を形成し、地域価値の向上を図る

計画策定時の背景④



地域住宅計画 川崎市地域

川崎市地域住宅等整備計画
（地域住宅計画 川崎市地域（Ⅱ期））

川崎市地域住宅等整備計画（Ⅱ期）
（地域住宅計画 川崎市地域（Ⅲ期））

【平成１７年度～平成２２年度】

【平成２３年度
～平成２７年度】

【平成２８年度
～令和２年度】
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川崎市地域住宅等整備計画（３期）

【令和３年度
～令和７年度】

※地域住宅計画 川崎市地域（４期）も併せて策定
整備計画と地域住宅計画は別物であるという位置づけを明確にする趣旨で、
令和３年度の計画策定の際に分割

■川崎市地域住宅等整備計画、住宅・建築物等整備計画（防災・安全）の経過

計画策定時の背景⑤

平成２２年度に社会資本整備総合交付金制度が創設されたことに伴い、『地域
住宅計画 川崎市地域』の事業に良質な住宅の供給や良好な住環境の形成に資
する事業を加えた新たな計画として、社会資本総合整備計画『川崎市地域住宅
等整備計画』を策定
※地域住宅計画（Ⅱ期）と重複する事項が多いため一体的に策定

『地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法』に
基づき設定した地域の住宅政策に関する目標を達成するために必要な事業を定め、
公的賃貸住宅等の整備等を推進するための計画。
地域住宅計画に基づく事業の実施にあわせて、国から交付金（地域住宅交付金）の
交付を受ける。

川崎市住宅・建築物等整備計画（防災・安全）

平成２４年度に防災・安全交付金が創設されたことに伴い、
『川崎市地域住宅等整備計画』における防災・安全関連事業を移行させ、
『川崎市住宅・建築物等整備計画（防災・安全）』を策定

川崎市住宅・建築物等整備計画（Ⅱ期）（防災・安全）

川崎市住宅・建築物等整備計画（3期）（防災・安全）

「命と暮らしを守るインフラ再構築」、「生活空間の安全確保」を
集中的に支援

成長力強化や地域活性化等につながる事業を総合的に支援



２．計画の概要
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川崎市地域住宅等整備計画（３期）計画名称

令和３年度 ～ 令和７年度計画の期間

【１】『市民の多様なニーズに的確に応えられるゆとりと選択性のある良質な住まいや住環境の形成』
【２】『高齢者、障害者、外国人、子育て世帯など誰もが安心して地域で住み続けられる住まいの確保』
【３】『市民・事業者・行政の協働による安全で暮らしやすい住まい・まちづくりの推進』

計画の目標

基幹事業 ５事業

提案事業 ９事業
効果促進事業 2事業

合計 １6事業

事業数

１２，３２４百万円事業費
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計画の概要①



最終目標値
（令和７年度末）

当初現況値
（令和３年度当初）評価指標

５９％５２％
住宅のバリアフリー化の推進
（住宅の高齢者への配慮に対する評価の満足率（住生活
総合調査をもとに算出））

①

８６％７８％
市営住宅等長寿命化計画の推進
（市営住宅等長寿命化計画に基づき改善及び建替えが
実施された市営住宅等の割合）

②

２，４６８棟１，６５８棟
空き家の実態把握に基づく空き家対策の推進
（空き家住宅又は空き建築物の実態調査棟数の累計）③

１００％２％
土地利用の促進
（優良建築物等整備事業を実施する地区における宅地
面積のうち、４階建て以上の建築物の宅地面積の割合）

④

２，７７９件１，９８２件

景観法及び都市景観条例に基づく良好な景観づくりの
推進
（景観法及び都市景観条例に基づく景観誘導適合延べ
件数）

⑤

８１％７９％
住宅及び住環境に対する満足度の向上
（住宅及び住環境に対する総合評価の満足率（住生活総
合調査をもとに算出））

⑥
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計画の概要②



次期計画
での継続

関連する
評価指標

関連要素事業計画期間
事業費

（百万円）
事業内容事業名番号

完了①②⑥効果促進事業①
令和3年度

～令和７年度
1,483

真福寺住宅の建替え
（令和７年度完成）

公営住宅等整備事業①

※「築年数が５０年を超過した住棟を含む団地の建替事業」については、関連計画である「川崎市住宅・建築物
等整備計画（3期）（防災・安全）」 にて取り組みました。

○①②⑥－
令和3年度

～令和７年度
9,805

公営住宅の長寿命化
（5,876戸を改善）

公営住宅等ストック総合
改善事業

②
※「対象要綱に規定する個別改善事業のうち、安全性確保型を行う事業」については、関連計画である「川崎市

住宅・建築物等整備計画（3期）（防災・安全）」 にて取り組みました。

○⑥－
令和3年度

～令和７年度
２２７

地域優良賃貸住宅の家賃
減額補助

公的賃貸住宅家賃低廉化
事業
（地域優良賃貸住宅）

③-1

完了⑥－
令和4年度

～令和6年度
１４５公営住宅の家賃減額補助

公的賃貸住宅家賃低廉化
事業
（公営住宅）

③-2

○④⑥－
令和3年度

～令和７年度
285

向ヶ丘遊園駅前北地区
及び戸手４丁目北地区の
整備事業

優良建築物等整備事業
（向ヶ丘遊園駅前北地区・
戸手４丁目北地区）

④

○⑤⑥効果促進事業②
令和6年度

～令和７年度
2

大山街道地区の修景助成
等

川崎市地区街なみ環境
整備事業

⑤
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全要素事業と評価指標の関連性（基幹事業）

※主な事業について、17ページ以降に記載



次期計画
での継続

関連する
評価指標

関連要素
事業

計画期間
事業費

（百万円）
事業内容事業名番号

○⑥－
令和3年度

～令和７年度
27

住宅及び住環境に関する実態・動
向調査

住宅政策調査事業①

○⑥－
令和3年度

～令和７年度
27

民間賃貸住宅への入居に困窮す
る高齢者等の居住支援

居住支援推進事業②

○⑥－
令和3年度

～令和７年度
78

住まいアドバイザー派遣等、住ま
いに関する情報提供・住宅相談

住情報提供・相談支援事業③

○⑥－
令和3年度

～令和７年度
15

マンション管理状況調査・管理適
正化支援

マンション管理等適正化
推進事業

④

○①⑥－
令和3年度

～令和７年度
16

分譲マンション共用部の段差解
消工事費の助成

住まいバリアフリー化推進
事業

⑤

○①⑥－
令和3年度

～令和７年度
104

在宅の重度障害者（児）を対象と
した住宅改造費の助成

在宅重度障害者（児）
やさしい住まい推進事業

⑥

○①⑥－
令和3年度

～令和７年度
52

支援・介護を必要とする高齢者を
対象とした住宅改造費の助成

高齢者住宅改造費助成
事業

⑦

○⑥－
令和3年度

～令和７年度
27

建替え等により立退き要求を受
け住宅確保に困窮している民間
賃貸住宅の高齢者に対する住替
え家賃の差額費用の助成

高齢者世帯住替え家賃
助成事業

⑧

○③⑥－
令和3年度

～令和７年度
14空き家の啓発・活用支援等空家政策調査事業⑨
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全要素事業と評価指標の関連性（提案事業）



次期計画
での継続

関連する
評価指標

関連要素事業計画期間
事業費

（百万円）
事業内容事業名番号

完了①②⑥基幹事業①
令和5年度
～令和７年度

５
真福寺住宅の建替えに伴う
駐車場整備

公営住宅駐車場整備事業①

○⑤⑥基幹事業⑤
令和3年度
～令和７年度

１２
地域における街なみルール
づくりに向けた調査検討

街なみ誘導推進事業②
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全要素事業と評価指標の関連性（効果促進事業）



公営住宅等整備事業
【市営真福寺住宅建替え】

優良建築物等整備事業
【向ヶ丘遊園駅前北地区】

本整備計画は市内全域を対象に実施
しています。なお、図示した事業は一部
の事業の抜粋です。

15

公営住宅等ストック総合改善事業
【市営野川西住宅（６・７号棟）

長寿命化改善工事】

整備計画の事業実施箇所図

川崎市地区街なみ環境整備事業
【大山街道地区】



３．要素事業の実施内容及びスケジュール
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完了

• 単身高齢世帯の増加や低所得者層の増加等の社会状況の変化に対応し、住宅確保に配

慮を要する市民の居住安定確保を図るため、多様な世帯タイプの住戸の整備とともに

将来的に世帯タイプを変更できる可変型の住戸の供給を行い、世帯人員と住戸面積の

ミスマッチの解消に寄与するよう、老朽化した真福寺住宅の建替えを行うもの。

事業概要

• 令和３年度～令和７年度交付期間

•計画 １，４８３百万円 （当初 １，993百万円）

•執行額 １，４８３百万円
事業費

• 真福寺住宅１棟６９戸の建替えを実施しました。事業実績

＜真福寺住宅＞

実施した事業①
① ② ⑥関連指標基幹公営住宅等整備事業

施工前 施工後
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次期計画での事業継続

・事業期間：
令和3年度～令和7年度

・構造・階数：RC造・5階
・戸数：3DK 8戸

2DK 38戸
1DK 20戸
車椅子2DK 2戸
車椅子1DK  1戸

計 69戸
（うち可変型１DK 20戸

→３DK 10戸相当）



有

• 公営住宅の長寿命化と居住水準の向上を図ることを目的として、外壁改修工事、屋上防水工事、
屋内外給水管改修工事、住戸改善等の長寿命化改善工事を行うもの。

事業概要

• 令和３年度～令和７年度交付期間

• 計画 ９，８０５百万円 （当初 13，847百万円）

• 執行額 ９，８０５百万円
事業費

• ３４住宅５，８７６戸で改善事業を実施しました。

（外壁改修工事、屋上防水工事、屋内外給水管改修工事、住戸改善工事）
事業実績

実施した事業②
① ② ⑥関連指標基幹公営住宅等ストック総合改善事業

18

＜野川西住宅（６・７号棟）＞
施工前 施工後

次期計画での事業継続



有

• 向ヶ丘遊園駅前北地区・戸手４丁目北地区の２地区において、良好な市街地環境の形成と良質
な市街地住宅の供給促進に向けて、建築活動を適切に誘導し、調査設計や土地整備、共同施設
整備を実施するもの。

事業概要

• 令和３年度～令和７年度交付期間

• 計画 ２８５百万円 （当初 535百万円）

• 執行額 ２８５百万円
事業費

• 向ヶ丘遊園駅前北地区 ： 地盤調査・実施設計・建築工事（民間施行に対する補助）

• 戸手４丁目北地区 ： 実施事業なし（※地権者交渉の難航等により）
事業実績

実施した事業③
④ ⑥関連指標基幹優良建築物等整備事業

向ヶ丘遊園駅前北地区 施行者：
①三井不動産レジデンシャル株式会社

（幹事会社）
②小田急不動産株式会社

規模：地上２５階／地下１階

用途：共同住宅（２４１戸）
・飲食店・銀行支店

敷地面積：３，４５０㎡

延床面積：25,577．９７㎡

完成時期：令和７年１１月末

19

次期計画での事業継続

従後

パース

パース位置

施工範囲

従前



有

• 旧街道等の歴史性を有する都市景観形成地区において、地域文化を活かした快適で潤いの
ある都市景観の形成に向け、整備方針の策定や修景施設整備を行うなど、街なみの整備を
進めるもの。

• 令和６年度～令和７年度交付期間

• 計画 ２百万円 （当初 4百万円）

• 執行額 ２百万円
事業費

• 修景施設整備（大山街道地区）

１件
事業実績

実施した事業④
⑤ ⑥関連指標基幹川崎市地区街なみ環境整備事業

街なみ整備助成事業後の大山街道地区内駐車場

施工前 施工後

20

次期計画での事業継続

事業概要

景観形成基準(安全空間)



有

• 街なみ環境整備促進区域として市内全域の住環境の整備改善に取り組むため、地域住民等
とともに街なみ環境整備に向けた調査・検討を実施し、地域における街なみルールづくり等
を推進するもの。

①地区まちづくり活動支援業務委託

良好な住環境形成に向けた住民発意の地区まちづくり活動を推進するため、まちづくりのルール策定を

目的として設立された団体・グループに対してコンサルタント等の派遣を行い、地区住民等の意見聴取や

会議運営を支援する事業。

②屋外広告物等調査業務委託

景観計画に定める景観計画特定地区等の良好な景観形成を誘導している地区において、今後の景観誘導・

施策に活用するため、既設の屋外広告物等及び建築物の色彩情報を把握する事業。

• 令和３年度～令和７年度交付期間

• 計画 １２百万円 （当初 １９百万円）

• 執行額 １２百万円
事業費

【街なみ誘導調査事業 １０件】

・地区まちづくり活動支援業務委託 ７件

（二ヶ領用水宿河原堀地区、宮崎・土橋・神木地区、大川町産業団地地区、東海道地区、グランフォーラム宮崎台桜
の邱地区）

・屋外広告物等調査業務委託 ３件

（武蔵小杉周辺地区、京急川崎駅周辺地区）

事業実績

実施した事業⑤
⑤ ⑥関連指標効果促進街なみ誘導推進事業

21

次期計画での事業継続

事業概要



①川崎市居住支援制度

⇒新規・更新申込世帯数 ３１０件

（令和３年度～令和６年度実績）

②あんしん賃貸支援事業

⇒市内あんしん賃貸住宅協力店 １０４店

（令和７年11月時点）

③住宅確保要配慮者転居等支援事業

⇒住み替え相談件数 合計1,861件（※）

（令和３年度～令和６年度実績）

※高齢者住み替え等相談業務と同契約のため、

転居等支援分＋相談窓口事業分の合計

• 民間賃貸住宅を活用し、住宅確保要配慮者への入居機会の確保と安定した居住継続の

支援を行うもの。

• また、川崎市居住支援制度とあんしん賃貸支援事業を連携させた取組を行うもの。

①川崎市居住支援制度
高齢者・障害者等が民間賃貸住宅を借りる際の入居保証及び居住継続の支援を行うことを目的とした事業。

保証会社が保証人の役割を担うことで、家賃の支払いなど、家主側の不安を軽減する制度。

②あんしん賃貸支援事業
高齢者・障害者・外国人・子育て世帯等が入居可能な賃貸住宅の情報を登録・提供することで、入居機会の確保を

図ることを目的とした事業。

③住宅確保要配慮者転居等支援事業
すまいの相談窓口（※）において、主に民間賃貸住宅への転居を希望する住宅確保要配慮者のうち、自力での居住

確保や、福祉等の既存制度に基づく支援が確保できない人に対して、不動産店への同行や賃貸借契約手続きなど

の転居等に必要な支援を実施する事業。

※川崎市住宅供給公社に設置している住宅に関する相談窓口

事業概要

実施した事業⑥
⑥関連指標提案居住支援推進事業

22

• 令和３年度～令和７年度交付期間

• 計画 ２７百万円 （当初 29百万円）

• 執行額 ２７百万円
事業費

有次期計画での事業継続

事業実績



実施した事業⑥
⑥関連指標提案居住支援推進事業

23

居住支援制度 あんしん賃貸支援事業
住宅確保要配慮者
転居等支援事業



• 住宅及び住環境に対する満足率向上に向け、住宅相談窓口の設置や各種セミナーの開催、

老朽化等の問題に対するアドバイザーの派遣を行うもの。

また、高齢者等に対して、住まい・住み替え相談に対応するなど、居住の安定に資する

取組を行うもの。

①住情報提供事業
より便利で頼りになる住情報提供拠点として、川崎市の関係機関において、公平性や市民の信頼を確保しつつ、

住宅・マンションに関する多様なレベルの専門的な高い相談にも対応できる相談窓口を運営することで、住情報

提供及び相談体制の充実を図る事業。

②住まいアドバイザー派遣制度業務委託
住情報提供事業で設置した相談窓口にて現地確認が必要となる案件に対し、一級建築士・マンション管理士等の

専門知識を有したアドバイザーを派遣することで、住宅のバリアフリー化・耐震化等のリフォームや分譲マンション

の適正管理・再生を支援する事業。

③住まい・まちづくり講習会等業務委託
良質な住宅ストック及び住環境の維持・形成を目的として、住まい等に関する各種制度の紹介や、住宅資産活用

ガイドブック（市作成）等を活用し、市民に周知啓発する講習会を開催する事業。

④高齢者住み替え等相談業務委託
「すまいの相談窓口」において、高齢者等からの住み替え等の相談や住み替えた場合に伴う空家相談に対し、不動

産団体や福祉機関等と連携することにより、相談から解決（対応可能な不動産事業者の紹介、支援団体との連携

等）まで一貫した住情報を提供する事業。

事業概要

実施した事業⑦
⑥関連指標提案住情報提供・相談支援事業
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• 令和３年度～令和７年度

• 計画 ７８百万円 （当初 84百万円）

• 執行額 ７８百万円

①住情報提供事業
⇒相談件数 ２，５３９件 （令和3年度～令和6年度実績）

②住まいアドバイザー派遣制度業務委託
⇒派遣回数 182件 （令和3年度～令和6年度実績）

③住まい・まちづくり講習会等業務委託
⇒開催回数 ８回

参加者人数 ３０５名

（令和３年度～令和６年度実績）

④高齢者住み替え等相談業務委託
⇒住み替え相談件数 合計1,861件（※）

（令和３年度～令和６年度実績）

※住宅確保要配慮者転居等支援事業と同契約のため、転居等支援分＋相談窓口事業分の合計

空家等相談件数 １７６件（令和３年度～令和６年度実績）

事業実績

実施した事業⑦
⑥関連指標提案住情報提供・相談支援事業

25

有次期計画での事業継続交付期間

事業費



・誰もが使いやすい良質な分譲マンションストックを形成するため、分譲マンションにおいて
手すり設置等の段差解消工事等を実施する管理組合に対して、その費用の一部を助成するもの。

• 令和３年度～令和７年度交付期間

• 計画 １６百万円 （当初 25百万円）

• 執行額 １６百万円
事業費

• 助成件数：６２件事業実績

有次期計画での事業継続

＜住まいバリアフリー化推進事業の事例＞
・手すり設置
・スロープ設置
・エレベータ設置

実施した事業⑧
① ⑥関連指標提案住まいバリアフリー化推進事業

○手すり設置工事費の助成事例

施工前

○スロープ設置工事費の助成事例

施工後

26

事業概要



• 身体機能の低下により、支援・介護を必要とする高齢者が、在宅で安全な生活が続けられる
よう支援するとともに、介護者の身体的・精神的負担を軽減することを目的として、住宅の
改造費用の一部を助成するもの。

事業概要

• 令和３年度～令和７年度交付期間

• 計画 ５２百万円 （当初 112百万円）

• 執行額 ５２百万円
事業費

• 助成件数：１７５件事業実績

＜住宅改造費用助成事業の事例＞
・階段昇降機（内階段・外階段） ・浴槽交換（高さ・幅）
・浴室改造 ・玄関の拡幅
・洗面台交換 ・トイレ改造 など

実施した事業⑨
① ⑥関連指標提案高齢者住宅改造費助成事業

○浴槽改修工事費の助成事例

施工前 施工後
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有次期計画での事業継続

○階段昇降機設置工事費の助成事例



• 令和３年度～令和７年度

• 計画 １４百万円 （当初 19百万円）

• 執行額 １４百万円

• 市で把握している空き家の実態を調査するとともに、結果を集計・整理して、空き家
データベースの更新を行うもの。また、空き家所有者を対象にアンケート調査を実施し、
空き家の予防・利活用推進のための基礎資料を作成するとともに、空き家マッチング
制度の試行実施により、空き家の利活用を図るもの。

事業概要

有

事業費

次期計画での事業継続

①空家実態調査業務委託
空き家の実態を調査するとともに、結果を集計・整理して、空き家データベースを更新。

②空家所有者アンケート調査業務委託
空き家所有者にアンケート調査を実施し、空き家の予防・利活用等を進めるための基礎資料を作成。

⇒空き家データベースを関係部署で共有し、連携しながら、空き家所有者による適正管理を促進。

また、基礎資料を基に、空き家所有者の意向等に応じたチラシ等を送付し、予防・利活用を促進。

③川崎市空家マッチング制度試行実施
空き家と利活用希望者のマッチング制度を試行実施し、まちづくりに資する空き家活用を促進。

⇒令和３年度から試行実施。登録空家２件、登録利活用希望者２３件、成立０件（令和７年１１月末現在）

事業実績

実施した事業⑩
③ ⑥関連指標提案空家政策調査事業

28

交付期間



実施した事業⑩
③ ⑥関連指標提案空家政策調査事業

空家データベース更新

空き家所有者へのアンケート結果
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マッチング制度（試行）の仕組み



４．「計画に設定した評価指標」の達成状況

30



■指標設定の理由

高齢者等のための住戸内のバリアフリー化改善工事の効果を評価するため。

■定義及び算定式

目標達成状況
測定値
（Ｒ７）

最終目標値
（Ｒ７）

当初現況値
（Ｒ３）

未達成５２.7％（推計）５９％５２％
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住宅の高齢者への配慮に対する評価の満足率（住生活総合調査をもとに算出）
⇒「満足」＋「まあ満足」／全体

※測定値の算出について

平成１５年の住宅需要実態調査並びに平成２０年、平成２５年、平成３０年及び令和５年の住生活総合調査の調査結果から川
崎市内の世帯の回答を抽出の上、「住宅の高齢者への配慮に対する評価」のうち、全体に対する「満足」＋「まあ満足」を選択し
た件数の割合をもとに近似曲線を描き、令和７年度末の推計値を算出する。

●住生活総合調査の概要（令和５年）

関連事業

①、②基幹

⑤、⑥、⑦提案

①効果

【評価指標１】住宅のバリアフリー化の推進

内容：国土交通省が５年ごとに実施する調査
住宅及び居住環境に対する居住者の満足度や今後の住まい方の意向等を総合的に調査し、住宅政策を推進する上で必要
となる基礎資料を得ることを目的としている。

調査時期：令和5年11月下旬から、調査区内の抽出された調査対象世帯に調査票等を郵送により配布した。回答はオンラ
インまたは郵送で受け付け、事務局が調査に関する問い合わせ対応を行った。

回収状況：７２，７２３／１１３，６５０（全国） （回収率 約６４％）
うち、川崎市における回答数は３８７件



■成果指標の測定結果

令和５年度の「住生活総合調査」の結果から川崎市内の世帯の回答を抽出の上、「住宅の高齢者への
配慮に対する評価」について、全体に対する「満足」＋「まあ満足」を選択した件数の割合をもとに近
似曲線を描き、令和７年度末の数値を推計した結果、割合が約５３％となりました。

令和７年度末令和５年平成３０年平成２５年平成２０年平成１５年

１２．５％１２．１％１０．７％
４０．０％

２６．６％満足

３４．７％４０．０％３１．９％７．１％まあ満足

５２．7％（推計）４７．２％５２．１％４２．６％４０．０％３３．７％合計

目標値 ５９％
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【評価指標１】住宅のバリアフリー化の推進

■達成状況の所見
市営住宅等の建替えや改善事業、分譲マンション共用部の
段差解消工事等への一部助成及び周知啓発などの取組を
進めましたが、目標を達成することができませんでした。

バリアフリー改修等のニーズは一定あるものの、バリアの感
じ方は人それぞれ異なるため、バリアフリー改修等の効果
や支援制度などの周知啓発が十分でないことも考えられる
ことから、引き続き、適切に支援制度等を運用するととも
に、ニーズ等を踏まえた更なる周知や手続きの効率化を図
るなど、目標を達成できるよう取組を進めます。

令和５年住生活総合調査
（川崎市分抽出）

13%

35%
38%

9%
5%

満足

まあ満足

多少不満

非常に不満

不明



■指標設定の理由

長寿命化計画に基づく、市営住宅等の改善及び整備の進捗状況を評価するため。

■定義及び算定式

市営住宅等長寿命化計画に基づき改善及び建替えが実施された市営住宅等の割合
⇒市営住宅等長寿命化計画に基づく改善及び建替工事実施棟数／市営住宅等の総住棟数

目標達成状況
測定値

（令和７年度）
最終目標値
（令和７年度）

当初現況値
（令和３年度）

達成
３５４棟／４０１棟
88％（見込み）

３５０棟／４０３棟
８６％

３２５棟／４１５棟
７８％

関連事業

①、②基幹

①効果
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◎改善及び建替えを実施する住宅の優先度について

築年数や修繕履歴を基本としながら、立地や事業実施の効
率性のほか、毎年度実施する専門家による目視点検の結果
等を踏まえて、総合的に判断し、事業着手の優先度を決定し
ています。

※同一住棟に複数年度に
わたり改善工事が実施さ
れている場合、最初の年
度にのみ計上している。

【評価指標２】市営住宅等長寿命化計画の推進

■達成状況の所見
設計や工事の執行を遅滞なく完了させ、市営住宅等
の建替えや長寿命化を実施した結果、最終目標値を
達成しました。市営住宅等長寿命化計画の推進によ
り市営住宅の居住環境の改善が図られています。

※分母の減少は、建替えに伴う棟数減によるもの



■指標設定の理由

空き家対策を一層推進するために必要な市内の空き家等における居住実態の有無や建築物等
の状況等の把握に向けた取組を評価するため。

■定義及び算定式

目標達成状況
測定値

（令和７年度）
最終目標値
（令和７年度）

当初現況値
（令和３年度）

達成３，２７８棟２，４６８棟１，６５８棟

■達成状況の所見
適切に管理されていない空き家等を把握し、その所有者に対して指導等を行うことで、空き家対策を着実
に推進することができました。引き続き、マッチング制度の改善・改良などの効果的な取組を検討し、空き
家の予防・利活用をより一層推進していきます。

関連事業

⑨提案
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※H29：848棟
R2 ：810棟（うちH29との重複437棟、新規373棟） 累計1,658棟
R4 ：800棟（うちH29・R2との重複567棟、新規233棟） 累計2,458棟
R6 ：820棟（うちH29・R2・R4との重複739棟、新規81棟） 累計3,278棟

空き家住宅又は空き建築物の実態調査棟数の累計
⇒空き家住宅又は空き建築物と想定される建築物の現地調査を実施した棟数の累計

（令和７年度の調査棟数と従前の累計値の合計）

【評価指標３】空き家の実態把握に基づく空き家対策の推進



■指標設定の理由

土地利用の共同化、高度化（※１）により市街地における環境整備の改善状況を評価するため。

■定義及び算定式

優良建築物等整備事業を実施する地区における宅地面積のうち、４階建て以上の建築物の宅
地面積の割合（※２）

目標達成状況
測定値

（令和７年度）

最終目標値
（令和７年度）

当初現況値
（令和３年度）

未達成

１００％１００％２％
向ヶ丘遊園駅前

北地区

０％１００％０％戸手４丁目北地区

６３％１００％２％２地区合計

■達成状況の所見
向ヶ丘遊園駅前北地区については、着実な事業執行によ
り最終目標値を達成することが出来ましたが、戸手４丁目
北地区については、国の高規格堤防事業の遅れにより、現
計画期間内に工事着手できなかったため、２地区合計とし
ては最終目標値に届かず、測定値は約６３％となりました。
（※戸手４丁目北地区は、次期計画期間内に工事完了予定
です。）

関連事業

④基幹
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【評価指標４】土地利用の促進

※２：整備地区内における当該割合の増加が、土地の共同化・高度化が図られたことを示す指標となります。

※１：複数の土地所有者が協力し、土地を集約、一体的に利用・開発することにより、土地利用の効率を高め、より価値の高い用途に転換すること。



■戸手四丁目北地区の概要

■地区内の工事施行内容
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■事業スケジュールの状況

■今後の見通し（次期計画期間での評価指標達成への見通し）

戸手四丁目北地区は、高規格堤防の整備などと連携した土地区画整理事業や公共施設整備事業により、
多摩川に隣接する立地特性を生かした良好な市街地環境の形成を促進する地区である。

・京浜河川事務所：高規格堤防、水防拠点整備
・民間事業者：土地区画整理、優良建築物等整備
・川崎市：幹線道路拡幅、公園整備

地権者交渉の難航による既存建築物撤去が進まなかったことにより、
京浜河川事務所による高規格堤防事業が遅れたため、優良建築物等
整備事業の建築工事が計画期間内に着手できなかったもの。

現在、京浜河川事務所による高規格堤防工事が令和７年度下半期着手に向け動き出したことから、次期計画期間に
おいて、評価指標達成が見込める。

■現計画期間内における評価指標未達成の要因

戸手四丁目北地区関係図

R10R9R8R7R6R5R４

高規格堤防

権利者移転
（区画整理）

優良建築物等整備

戸手四丁目北地区スケジュール

従前
高規格堤防工事
権利者の移転(区画整理)
優良建築物等整備工事

： 令和4年度下半期完了
： 令和6年度上半期完了
： 令和7年度末完了

従後
高規格堤防工事
権利者の移転（区画整理）
優良建築物等整備工事

： 令和8年度末完了
： 令和9年度上半期完了
： 令和10年度末完了

（補足説明資料）【評価指標４】土地利用の促進

従
前
従
後

優良建築物等整備イメージ

従
前
従
後

従
前
従
後



■指標設定の理由

地域の街なみに影響を与える建築物等の景観について、景観形成基準に適合した建築物等の
増加状況を評価するため。

■定義及び算定式

景観法及び都市景観条例に基づく景観誘導適合延べ件数

目標達成状況
測定値
（Ｒ７）

最終目標値
（Ｒ７）

当初現況値
（Ｒ３）

達成３，004件（見込）２，７７９件１，９８２件

■達成状況の所見
景観法及び都市景観条例に基づく景観誘導適合件数の向上により、最終目標値を達成し、良好な景観づくり
を推進しました。

関連事業

⑤基幹

②効果
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【評価指標５】景観法及び都市景観条例に基づく良好な景観づくりの推進

　景観法及び都市景観条例に基づく景観誘導適合延べ件数

R1まで R2 R3 R4 R5 R6 R7（見込）

各年度適合件数 1,982 171 176 181 145 184 165

<累計>適合件数 1,982 2,153 2,329 2,510 2,655 2,839 3,004



■指標設定の理由

ハード・ソフトの両面から幅広く展開している住宅施策全体の効果を評価するため。

■定義及び算定式

住宅及び住環境に対する総合評価の満足率（住生活総合調査をもとに算出）
⇒「満足」＋「まあ満足」／全体

目標達成状況
測定値

（令和７年度）
最終目標値
（令和７年度）

当初現況値
（令和３年度）

達成８1.7％（推計）８１％７９％

●住生活総合調査の概要（令和５年）

関連事業

全ての要素事業

平成10年から平成15年までの住宅需要実態調査並びに平成２０年、平成２５年、平成３０年及び令和５年の住生活総合調
査の調査結果から川崎市内の世帯の回答を抽出の上、「住宅及び住環境の総合評価」のうち、全体に対する「満足」＋「まあ
満足」を選択した件数の割合をもとに近似曲線を描き、令和７年度末の推計値を算出する。

※測定値の算出について
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内容：国土交通省が５年ごとに実施する調査
住宅及び居住環境に対する居住者の満足度や今後の住まい方の意向等を総合的に調査し、住宅政策を推進する上で必要
となる基礎資料を得ることを目的としている。

調査時期：令和5年11月下旬から、調査区内の抽出された調査対象世帯に調査票等を郵送により配布した。回答はオンラ
インまたは郵送で受け付け、事務局が調査に関する問い合わせ対応を行った。

回収状況：７２，７２３／１１３，６５０（全国） （回収率 約６４％）
うち、川崎市における回答数は３８７件

【評価指標６】住宅及び住環境に対する満足度の向上



22%

59%

16%

2% 1%

満足

まあ満足

多少不満

非常に不満

不明

■成果指標の測定結果

令和５年の「住生活総合調査」の結果から川崎市内の世帯の回答を抽出の上、「住宅及び住環境
の総合評価」について、全体に対する「満足」＋「まあ満足」を選択した件数の割合をもと
に近似曲線を描き、令和７年度末の数値を推計した結果、割合が約８２％となりました。

令和７年度末令和５年平成３０年平成２５年平成２０年平成１５年平成１０年

２２．０％２１．５％２２．３％１７．４％５．９％７．１％満足

５９．３％５７．６％５３．６％５１．２％５８．８％５０．３％まあ満足

８１.7％（推計）８１．３％７９．１％７５．９％６８．６％６４．７％５７．４％合計

目標値 ８１％

■達成状況の所見
市営住宅の建替え、高齢者等への居
住支援、バリアフリー施策、向ヶ丘遊
園駅前北地区における良好な市街地
環境整備や地区まちづくり活動の支
援など、幅広く事業を実施した結果、
住宅及び住環境に対する総合評価で
ある満足率の目標値を達成すること
ができました。
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【評価指標６】住宅及び住環境に対する満足度の向上

令和５年住生活総合調査（川崎市分抽出）



５．市民・事業者等に対する意見募集等の結果
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■地域住民への意見聴取

対象：市内に在住、在勤、在学の方

内容：社会資本整備総合交付金事業の事後評価について

周知方法：「市政だより」（８月１日号）やホームページにより市民意見募集を行っていることを
告知し、まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課、情報プラザ、各区役所等や市の
ホームページ等において事業に関する資料を公開のうえ、意見を募集

意見募集期間：令和７年８月５日から令和７年９月５日まで

意見提出方法：意見書の持参、郵送、ＦＡＸ、メール又は専用フォームにより提出

意見募集の結果：
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市民・事業者等に対する意見募集等の結果①

3通 （9件）意見提出数（意見件数）

0通 （0件）持参内訳

0通 （0件）郵送

0通 （0件）FAX

0通 （0件）メール

3通 （9件）専用フォーム
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■地域住民からの意見(抜粋)

市民・事業者等に対する意見募集等の結果②

■地域住民からの意見に対する所見

・市営住宅等は築40年を超える高経年ストックが約半数を占めており、令和22（2040）年前後に耐用年限
を迎える住棟が集中する状況であるため、持続可能な維持管理の観点から、建替え・長寿命化改善の事業量
の平準化を図り、引き続き計画的に事業を推進します。

・大山街道の整備による安全性・歩きやすさの向上が評価されており、身近な場所で景観づくりが進むことは
市民の満足度の向上につながると考えられることから、今後も継続的な取組が望まれるものと考えます。

＜事業全体についての意見＞

＜公営住宅等整備事業に対する意見＞

＜公営住宅等ストック総合改善事業に対する意見＞

＜川崎市地区街なみ環境整備事業に対する意見＞

＜力を入れてほしいことなど＞

・安全で住みやすいまちづくりを目指した取組がされていると思う
・住宅は全ての人にとって生活の根幹なので、今後も住宅政策に取り組んでほしい

・老朽化した公営住宅については、安全の観点からも適切に建替えを進めてほしい

・住戸改善の工事は台所等一部の箇所しかきれいにならないので建替えてほしい
・空き部屋らしい部屋が目立つ団地もあるように見えるが、改善工事が必要なのかが気になる

・大山街道がきれいに整備され、歩きやすくなることは、安全にも繋がり、日常的に助かっている
・市民にとっては、自宅近くなどの身近な場所で良好な景観づくりが進められることはとても嬉しいので、今後も美しい
街なみの整備に取り組んでほしい

・どういう取組や支援を行っているのか知るきっかけを増やしてほしい



■長寿命化改善工事を実施した市営住宅の入居者に対する意見聴取

対象：中丸子住宅（１号棟）入居者 新作住宅（３・４・５・７号棟）入居者
有馬第１住宅（２・３・４号棟）入居者 有馬第２住宅（７・１４号棟）入居者
高山住宅（１６・２３号棟）入居者 野川西住宅（６・７号棟）入居者

内容：工事が終わった後の生活について

手法・媒体：アンケート（紙で回収）

実施期間：令和７年７月２８日から令和７年８月２５日まで

回答率：63.1％（２１８／３４５世帯）
（中丸子住宅 ２８世帯 新作住宅 ８８世帯

有馬第１住宅 ７２世帯 有馬第２住宅 ５３世帯
高山住宅 ６１世帯 野川西住宅 ４３世帯 )
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世帯構成

14６世帯単身世帯

34世帯夫婦世帯

5世帯18歳以下の子どもがいる世帯

15世帯その他

１８世帯無回答

世帯主の年代

1世帯20代以下

1世帯30代

5世帯40代

17世帯50代

32世帯60代

1４０世帯70代以上

２２世帯無回答

市民・事業者等に対する意見募集等の結果③



■入居者からの意見＜長寿命化改善工事＞
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市民・事業者等に対する意見募集等の結果④

住みよくなった主な意見

１．長寿命化改善工事による住み心地の変化について

・給湯器が設置され、スイッチひとつでお湯が出るようになり、
便利になった

・お風呂の段差がなくなり安全になった

・風呂場とトイレの壁が出来てよくなった

・戸の開閉がよくなった

・天井の吹き付けが落下しなくなりよかった

・台所は改善工事前のように洗い場が中央にあった方がよかった

住みにくくなった主な意見
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市民・事業者等に対する意見募集等の結果⑤

２．長寿命化改善工事後の住まいに対する世代別満足度

■入居者からの意見に対する所見

設備の更新やバリアフリー化、居住空間の使い勝手等について、若い世代の方が設備に対して満足されていな
い割合が少し高いものの、若年世代・高齢世代ともに、半数以上の入居者が満足していることがわかりました。
入居者の意見を踏まえ、今後の居住性向上に向けて検討し、引き続き住民満足度の向上に努めます。

主な意見

・一部の部屋だけでなく、設備全般を新しくしてほしい ・設備の位置、仕様を変えてほしい

・多少不便はあるが、家賃を考えると贅沢は言えない



６．今後の方針等
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■総合的な所見

【評価指標１】住宅のバリアフリー化の推進

・ 市営住宅等の建替えや駐車場の整備、長寿命化等の対策に加え、分譲マンション共用部における段差解消工事や、

高齢者を対象とした住宅改造に対する費用を一部助成するなどの取組を進めましたが、目標を達成することが

できませんでした。今後は高齢者等のための住戸内のバリアフリー化改善工事について、更なる周知や手続きの

効率化などを図っていきます。
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今後の方針等①

【評価指標２】市営住宅等長寿命化計画の推進

・ 市営住宅等の建替えや長寿命化について、公営住宅等整備事業及び公営住宅等ストック総合改善事業を推進した

ことにより、市営住宅等長寿命化計画に基づき改善及び建替えが実施された市営住宅等の割合が増え、目標値を

達成することができました。

【評価指標３】空き家の実態把握に基づく空き家対策の推進

・ 空き家住宅又は空き建築物の実態調査棟数の累計が目標値を達成するとともに、適切に管理されていない空家等

を把握し、その所有者に対する指導等を実施するなど、空き家の予防・利活用を推進したことにより、良好な住環境

の形成に寄与しました。

【評価指標４】土地利用の促進

・ 市街地における環境整備の改善状況について、向ヶ丘遊園駅前北地区では、民間事業者等による建築活動を適切

に誘導する事業の着実な執行により、目標値を達成することができましたが、戸手４丁目北地区においては、国の

高規格堤防事業の遅れにより、現計画期間内に工事着手できなかったため、２地区合計としては目標値に届きませ

んでした。戸手４丁目北地区は次期計画期間内に工事が完了する予定です。



■総合的な所見
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今後の方針等②

【評価指標５】景観法及び都市景観条例に基づく良好な景観づくりの推進

・ 景観法及び都市景観条例に基づく景観誘導適合延べ件数の累計が目標値を達成するとともに、旧街道等の歴史性

を有する都市景観形成地区において、修景施設整備に対する費用を一部助成したことにより、地域文化を活かした

快適で潤いのある良好な景観づくり及び住環境の形成に寄与しました。

【評価指標６】住宅及び住環境に対する満足度の向上

・市営住宅ストックを維持管理するために必要となる市営住宅等の建替えや長寿命化等の対策のほか、高齢者・障害

者・外国人・子育て世帯等の住宅確保要配慮者への入居機会の確保と安定した居住を継続させるための支援や、住

宅相談窓口の運用、 分譲マンションの段差解消に対する費用や支援・介護を必要とする高齢者の住まいに対する改

造費用の一部助成を行うなど、住まいに関する幅広い施策を実施したことにより、住宅及び住環境に対する総合評

価である満足率の目標値を達成することができました。

・長寿命化改善工事を実施した市営住宅では、若年世代・高齢世代ともに、改善工事の満足度が
高く、安全・安心で快適に暮らせる良質な住宅ストックの形成に寄与しました。

・ハード・ソフトの両面から幅広く展開している住宅施策全般を、市民・事業者・行政など多様な
主体が連携しながら幅広く実施したことにより、良質な住まいの供給、良好な住環境の形成、
市民の居住の安定を図り、安全で暮らしやすい住まい・まちづくりを推進することができました。



■今後の方針
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今後の方針等③

・目標未達成である住宅のバリアフリー化の推進について、市営住宅等の長寿命化等の対策に併せて高齢者等の

ために住戸内のバリアフリー化を進めるとともに、バリアフリー改修等に関する周知を強化することなどにより、

安全・ 安心で快適に暮らせる良質な住宅ストックの形成を図ります。

★長寿命化改善工事のうち、計画期間中に工事まで着手する予定の住宅：

高山住宅、中丸子住宅、有馬第２住宅、新作住宅、野川西住宅、有馬第３住宅、観音住宅、日向住宅、中野島南住宅、上小田中耐火住宅、

坂戸住宅、木月耐火住宅、田島住宅

★長寿命化改善工事のうち、計画期間中に実施設計まで着手する予定の住宅：

藤崎東住宅、小倉東住宅

・市で把握している空き家の実態を調査し、結果を集計・整理して、空き家データベースを更新するとともに、空き家

所有者を対象にアンケート調査を実施し、空き家の予防・利活用推進のための基礎資料を作成します。

また、空き家マッチング制度の改善・改良などの効果的な取組を検討し、空き家の予防・利活用を推進することによ

り、良好な住環境の形成を図ります。

・国の高規格堤防事業の遅れにより目標未達成である戸手４丁目北地区の優良建築物等整備事業について、高規格

堤防の整備などと連携した土地区画整理事業や公共施設整備事業を進め、多摩川に隣接する立地特性を生かした

良好な市街地環境の形成を促進します。

・市営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅等の長寿命化を実施することで、安全・安心で快適に暮らせる良質な

住宅ストックの形成を図ります。



■今後の方針
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今後の方針等④

・居住支援制度や住まいの相談窓口を適切に運用することにより、住宅確保要配慮者に対して、入居機会の確保と

安定した居住を継続させるための支援を行います。

また、公的賃貸住宅の家賃や分譲マンション共用部の段差解消工事に対する費用、支援・介護を必要とする高齢者

の住まいに対する改造費用の一部を助成するなど、住まいに関する幅広い施策を実施します。

・地域文化を活かした快適で潤いのある都市景観の形成を推進するため、旧街道等の歴史性を有する都市景観形成

地区において、景観保全・修景整備にかかる費用の一部を助成することで、良好な住環境の形成を図ります。

次期計画においても、他施策と連携しながら、ハード・ソフトの両面から幅広く住宅施策全般を
推進することで、安全で暮らしやすい住まい・まちづくりを推進します。


